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１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 

市場価格のない株式等‥‥‥移動平均法に基づく原価法 

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品‥‥‥最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定） 

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

 定額法を採用しております。ただし、軌道事業固定資産の構築物の一部（取替資

産）については、取替法を採用しております。なお、主な耐用年数は、下記のとお

りであります。 

建     物……３年～５０年 

構 築 物……５年～６０年 

車     両……５年～１３年 

機 械 装 置……４年～２０年 

工具器具備品……２年～２０年 

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は自社利用ソフトウェア５年で

あります。 

（３）工事負担金等の会計処理

 当社では、軌道事業における車両更新等を行うにあたり、国土交通省から工事費の

一部として工事負担金等を受けております。 

これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資

産の取得原価から直接減額して計上しております。 

（４）引当金の計上方法

① 賞与引当金は、従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち、当事業年度

に対応する額を計上しております。 

（追加情報） 

当社は、前事業年度において、支給対象期間の関係で従業員賞与を支給確定額とし

て会計処理しておりましたが、当事業年度より賞与に関する社内規程を変更したこと

に伴い、賞与支給見込額のうち、当事業年度末までの負担額を賞与引当金及び未払費

用に計上しております。 

  なお、前事業年度においては、支給確定額を 3 月中に支払っており、従業員賞与に

係る債務計上額は該当ありません。一方で、新設した規程に基づく賞与支給額の当事

業年度負担額について、賞与引当金と関連する社会保険料に係る費用 59,335 千円が営



業費へ計上されております。 

② 退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

（５）重要な収益及び費用の計上基準

当社は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー 

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社 

の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び 

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりで 

あります。 

① 定期運輸収入

旅客が所定の運賃を支払うことで乗車券その他契約に関する証票の交付を受け

たときに成立する旅客運送契約に基づき、定期乗車券の有効期間及び通用区間にお

いて、顧客が使用を決定した時に各旅客運送サービスを提供することを履行義務と

しております。本取引における履行義務の充足は、有効期間開始月から終了月まで

の期間の経過に応じて収益を認識しております。取引の対価は、履行義務の充足前

の一時点において受領しております。 

② 定期外運輸収入

旅客が所定の運賃を支払うことで乗車券その他契約に関する証票の交付を受け

たときに成立する旅客運送契約に基づき、顧客が使用を決定した時に各旅客運送サ

ービスを提供することを履行義務としております。本取引における履行義務の充足

は、顧客への乗車券類等の発売日とサービスを提供する日が概ね同一の時期である

と見做し、顧客へ販売した時点で収益を認識しております。取引の対価は、履行義

務の充足前の一時点において受領しております。 

③ 付帯事業収入

付帯事業収入における収益のうち大部分をしめる駐車場収入は、当社が管理運営

する駐車場を顧客へ賃貸する事業における収益であります。駐車場収入は企業会計

基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」（以下「リース会計基準」という。）の

範囲に含まれるオペレーティング・リース取引であり、リース会計基準に基づき収

益を認識しております。 

（６）ヘッジ会計の処理

金利スワップについては、特例処理の要件を充たしているため、特例処理をしてお

ります。 



２．会計上の見積に関する注記 

繰延税金資産の算定 

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

科目 当事業年度 

繰延税金資産 ３４４，４９８千円 

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

 当社では、繰延税金資産を認識するにあたり、将来の事業計画に基づく課税所得 

の発生時期及び金額によって見積りを行っております。当該見積りは、将来の不確 

実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所 

得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延 

税金資産の金額に影響を及ぼす可能性があります。 

３．貸借対照表に関する注記 

（１）有形固定資産の減価償却累計額  ２８，２２３，７５１千円 

（２）事業用固定資産

有形固定資産 ９，６６９，７７１千円 

建 物 ２，６７４，５６７千円 

構 築 物 ３，０４３，２９１千円 

車 両 １，５６０，９４５千円 

機 械 装 置 １，９０３，１５５千円 

工具器具備品  ４８７，８１１千円 

無形固定資産   ４４７，２１５千円 

（３）固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額

１，９２９，１２８千円 

４．損益計算書に関する注記 

（１）営 業 収 益   ４，３２５，４９５千円 

（２）営 業 費 ３，８０３，０５６千円 

運 送 費 及 び 売 上 原 価  １，８９０，３６８千円 

一 般 管 理 費   ２３０，８２６千円 

諸 税   １８５，７４０千円 

減 価 償 却 費  １，４９６，１２１千円 



５．株主資本等変動計算書に関する注記 

発行済株式の種類及び総数  （単位：株） 

株式の種類 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普 通 株 式 202,000 ― ― 202,000 

６．税効果会計に関する注記 

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 

未払事業税  １４，９６２千円 

賞与引当金  １８，１６２千円 

減価償却費  １５，９７７千円 

退職給付引当金  ２８７，９６１千円 

その他   １４，４３５千円 

繰延税金資産小計 ３５１，４９９千円 

評価性引当額  △６，３８５千円

繰延税金資産合計 ３４５，１１３千円 

繰延税金負債 

資産除去債務に対応する除去費用 △ ６１４千円

繰延税金負債合計 △ ６１４千円

繰延税金資産の純額  ３４４，４９８千円 

（２）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

 防衛特別法人税の創設に伴い、令和 8 年 4 月 1 日以後開始する事業年度以降に解消

が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効

税率を 30.60%から 31.47％に変更し計算しております。 

なお、この税率変更による影響は軽微であります。 

７．金融商品に関する注記 

（１）金融商品の状況に関する事項

 現金預金並びに有価証券等の資金運用については短期的な預金に限定し、安全性の

高い金融資産に限定しております。 

未収運賃は顧客及び連絡運輸会社等の信用リスクにさらされておりますが、そのリ

スクは極めて低いものであります。

借入金につきましては、設備投資資金にかかる資金調達を目的としたものであり、

一部の借入金の金利変動リスクに対して、金利スワップ取引を実施して支払利息の固

定化を実施しております。 



（２）金融商品の時価等に関する事項

令和７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。 

また、現金及び預金、未収運賃、未払金については、短期間で決済されるため時価

が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

（単位：千円） 

貸借対照表計上額 時  価 差  額 

①長期借入金

②デリバティブ

5,126,795 

― 

4,923,305 

― 

△203,489

― 

（注）市場価格のない株式等 

（単位：千円） 

貸借対照表計上額 

①非上場株式

②長期預り保証金

  10,000 

1,361,243 

（３）金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項

 金融商品の時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格に

より算定した時価 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプッ

トを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低

いレベルに時価を分類しております。 

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円） 

区 分 

時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合  計 

該当なし － － － － 



② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円） 

区 分 

時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合  計 

長期借入金 － 4,923,305 － 4,923,305 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

デリバティブ取引 

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体 

として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載してお 

ります（下記「長期借入金」参照）。 

長期借入金 

  これらの時価は、元金利の合計と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した 

利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

なお、変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており 

（上記「デリバティブ取引」参照）、該当金利スワップと一体として処理された元金利 

の合計額を用いて算定しております。 

また、横浜市からの無利子借入金（貸借対照表計上額 4,526,795 千円、時価 

  4,328,791 千円、差額△198,003 千円）、１年以内返済予定の長期借入金を含めており 

ます。 




